
 

 

申請から使用開始までのフロー 
 

設置（変更）しようとする者            許可行政庁（消防本部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物申請手数料納付方法 

①納付書受取→福田支所１階でお支払い→申請担当者（危険物審査Ｇ）領収書確認→ 

審査開始 

②納付書受取→金融機関でお振り込み→納入通知書で申請担当者が確認→審査開始 

【お急ぎの場合】 

納付書受取→金融機関でお振り込み→領収書をＰＤＦ等で申請担当者にメール送信→ 

申請担当者確認→審査開始 

 

工   事   完   了 

完 成 検 査 の 申 請 

完成検査前 

検 査 申 請 

完 成 検 査 前 検 査 実 施 

通知又はタンク検査済証交付 

完 成 検 査 実 施 

完 成 検 査 済 証 の 交 付 

申  請  の  受  付 

申  請  の  受  付 

申  請  の  受  付 

危険物申請手数料 

危険物申請手数料 

危険物申請手数料 

仮使用申請 

仮使用承認（承認証交付） 

許 可 （ 許 可 証 の 交 付 ） 

設 置 （ 変 更 ） 許 可 申 請 

仮使用開始 

工   事   着   工 

仮使用終了 

使  用  開  始 

審査 


